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１ 趣 旨 

 特定非営利活動法人（以下「特活法人」という。）は、「新しい公共」の枢要な担い手

として、我が国の市民社会において重要な役割を果たしている。 

 このうち、特活法人の会計については、特活法人や所轄庁からより明確な特活法人の

会計処理の在り方を求める声があり、平成 19 年の国民生活審議会総合企画部会報告

（「特定非営利活動法人制度の見直しに向けて」）において、会計基準の必要性とその策

定を行政と協力して民間主導で行うこと等が提言されたことを受けた取組が行われて

きている。 

また、本年３月の「新しい公共」推進会議報告（「情報開示・発信基盤整備の在り方

について」）においても、会計を含む特活法人の閲覧情報の標準化について提言がなさ

れている。 

以上を踏まえ、内閣府において、特活法人の会計について明確化を図り、もって市民・

特活法人・所轄庁の三者にとって分かりやすい会計の在り方を検討するため、有識者の

参加を得て「特定非営利活動法人の会計の明確化に関する研究会」（以下「研究会」と

いう。）を開催することとする。 

 

２ 構成等 

（１）研究会は、別紙に掲げる有識者により構成する。 

（２）研究会の座長は、構成員の互選により決定する。 

（３）座長は、研究会の会務を総括する。 

（４）座長は、あらかじめ代理者を指名する。 

 

３ 運 営 

（１）研究会は、必要の都度開催する。 

 (２）研究会は、必要に応じ、外部有識者その他関係者の出席を求めることができる。 

（３）研究会の庶務は、大臣官房市民活動促進課において処理する。 

（４）前各項に定めるもののほか、必要な事項は座長が定める。 
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